
別紙

○ 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業実施要綱（平成21年３月31日付20農振第2187号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

防災情報ネットワーク事業実施要綱 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業実施要綱

制定 平成21年３月31日付20農振第2187号 制定 平成21年３月31日付20農振第2187号

農林水産事務次官依命通知 農林水産事務次官依命通知

最終改正 令和２年４月１日付元農振第3713号 最終改正 令和２年１月30日付元農振第2722号

各 地 方 農 政 局 長 各 地 方 農 政 局 長

国土交通省北海道開発局長 殿 国土交通省北海道開発局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長 内閣府沖縄総合事務局長

農林水産事務次官 農林水産事務次官

第１ 趣旨 第１ 趣旨

国営土地改良事業により造成された土地改良施設（以下「国営 国営土地改良事業により造成された土地改良施設（以下「国営

造成土地改良施設」という。）や決壊した場合の浸水区域に家屋 造成土地改良施設」という。）の観測情報を防災情報共有プラッ

や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある農業用た トフォームに提供すること等により、国の防災情報の充実を図る

め池（以下「防災重点ため池」という。）の観測情報を防災情報 ことが必要となっている。

共有プラットフォームに提供すること等により、国の防災情報の また、国営造成土地改良施設の被災や地域の被害を防止・軽減

充実を図ることが必要となっている。 するため、国営造成土地改良施設の的確な操作運用、市町村にお

また、国営造成土地改良施設及び防災重点ため池（以下「国営 ける迅速な初動態勢の整備等を図ることが一層重要となっている。

造成土地改良施設等」という。）の被災や地域の被害を防止・軽 このため、国営造成土地改良施設に関して、防災情報ネットワ

減するため、国営造成土地改良施設等の的確な操作運用、市町村 ーク設備の整備及び保守運用を行うとともに、防災・減災、国土



改 正 後 現 行

における迅速な初動態勢の整備等を図ることが一層重要となって 強靱化のための３か年緊急対策（平成30年12月14日閣議決定）に

いる。 基づく対策（以下「緊急対策」という。）及び安心と成長の未来

このため、国営造成土地改良施設等に関して、防災情報ネット を拓く総合経済対策（令和元年12月５日閣議決定）に基づく対策

ワーク設備の整備及び保守運用を行うとともに、防災・減災、国 のうち「水害対策を中心とした防災・減災、国土強靱化の更なる

土強靭化のための３か年緊急対策（平成30年12月14日閣議決定） 推進」に必要な対策（以下「総合経済対策」という。）として必

に基づく対策（以下「緊急対策」という。）及び安心と成長の未 要な検討・整備を行うものとする。

来を拓く総合経済対策（令和元年12月５日閣議決定）に基づく対

策のうち「水害対策を中心とした防災・減災、国土強靱化の更な

る推進」に必要な対策（以下「総合経済対策」という。）として

必要な検討・整備を行うものとする。

第２ 事業内容 第２ 事業内容

防災情報ネットワーク事業（以下「本事業」という。）は、国 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業（以下「本事

営造成土地改良施設等の観測情報、気象情報等の防災情報の迅速 業」という。）は、国営造成土地改良施設の観測情報、気象情報

な収集、伝達、蓄積及び分析整理を行うために必要な防災情報ネ 等の防災情報の迅速な収集、伝達、蓄積及び分析整理を行うため

ットワーク設備（機器、プログラム等）の整備及び保守運用を行 に必要な防災情報ネットワーク設備（機器、プログラム等）の整

うものである。 備及び保守運用を行うものである。

また、緊急対策及び総合経済対策として、防災情報ネットワー また、緊急対策及び総合経済対策として、防災情報ネットワー

ク設備の整備と併せて、国営造成土地改良施設に関する非常時対 ク設備の整備と併せて、国営造成土地改良施設に関する非常時対

応の検討及び非常時においても当該施設の機能を確保するために 応の検討及び非常時においても当該施設の機能を確保するために

必要な整備を行うものである。 必要な整備を行うものである。



改 正 後 現 行

第３ （略） 第３ （略）

第４ 事業の対象施設 第４ 事業の対象施設

国営造成土地改良施設等を対象とする。 国営造成土地改良施設を対象とする。

ただし、緊急対策については、国営造成土地改良施設のうち、 ただし、緊急対策については、国営造成土地改良施設のうち、

第５の防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策実施方針 第５の防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策実施方針

に定めた施設を対象とする。 に定めた施設を対象とする。

また、総合経済対策については、国営造成土地改良施設のうち、 また、総合経済対策については、国営造成土地改良施設のうち、

第６の総合経済対策実施方針に定めた施設を対象とする。 第６の総合経済対策実施方針に定めた施設を対象とする。

第５～第10 （略） 第５～第10 （略）

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。



防災情報ネットワーク事業実施要綱

制定 平成21年３月31日付20農振第2187号

農林水産事務次官依命通知

最終改正 令和２年４月１日付元農振第3713号

各 地 方 農 政 局 長

国土交通省北海道開発局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

農林水産事務次官

第１ 趣旨

国営土地改良事業により造成された土地改良施設（以下「国営造成土地改良施

設」という。）や決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被

害を与えるおそれのある農業用ため池（以下「防災重点ため池」という。）の観

測情報を防災情報共有プラットフォームに提供すること等により、国の防災情報

の充実を図ることが必要となっている。

また、国営造成土地改良施設及び防災重点ため池（以下「国営造成土地改良施

設等」という。）の被災や地域の被害を防止・軽減するため、国営造成土地改良

施設等の的確な操作運用、市町村における迅速な初動態勢の整備等を図ることが

一層重要となっている。

このため、国営造成土地改良施設等に関して、防災情報ネットワーク設備の整

備及び保守運用を行うとともに、防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対

策（平成30年12月14日閣議決定）に基づく対策（以下「緊急対策」という。）及

び安心と成長の未来を拓く総合経済対策（令和元年12月５日閣議決定）に基づく

対策のうち「水害対策を中心とした防災・減災、国土強靱化の更なる推進」に必

要な対策（以下「総合経済対策」という。）として必要な検討・整備を行うもの

とする。

第２ 事業内容

防災情報ネットワーク事業（以下「本事業」という。）は、国営造成土地改良

施設等の観測情報、気象情報等の防災情報の迅速な収集、伝達、蓄積及び分析整

理を行うために必要な防災情報ネットワーク設備（機器、プログラム等）の整備

及び保守運用を行うものである。

また、緊急対策及び総合経済対策として、防災情報ネットワーク設備の整備と

併せて、国営造成土地改良施設に関する非常時対応の検討及び非常時においても

当該施設の機能を確保するために必要な整備を行うものである。

第３ 事業実施主体

本事業は、農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）及び地

方農政局長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長、沖縄県にあっては

内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以下



同じ。）が実施するものとする。

第４ 事業の対象施設

国営造成土地改良施設等を対象とする。

ただし、緊急対策については、国営造成土地改良施設のうち、第５の防災・減

災、国土強靭化のための３か年緊急対策実施方針に定めた施設を対象とする。

また、総合経済対策については、国営造成土地改良施設のうち、第６の総合経

済対策実施方針に定めた施設を対象とする。

第５ 緊急対策の実施方針

地方農政局長等は、緊急対策を実施する場合は、農村振興局長が別に定める防

災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策実施方針を策定し、速やかに農村

振興局長に提出するものとする。

なお、防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策実施方針を変更する場

合には、速やかに農村振興局長に提出するものとする。

第６ 総合経済対策の実施方針

地方農政局長等は、総合経済対策を実施する場合は、農村振興局長が別に定め

る総合経済対策実施方針を策定し、速やかに農村振興局長に提出するものとする。

なお、総合経済対策実施方針を変更する場合には、速やかに農村振興局長に提

出するものとする。

第７ 事業に係る経費

本事業に要する費用は、全額国庫負担とする。

第８ 事業実施状況の報告

地方農政局長等は、本事業の実施状況を、農村振興局長が別に定めるところに

より、農村振興局長に報告するものとする。

第９ 事業実施期間

緊急対策の着手期間は、平成30年度から令和２年度までの３年間とする。

また、総合経済対策は、令和元年度補正予算（第１号）により実施するものに

限る。

第10 委任

本事業の実施は、この要綱に定めるもののほか、農村振興局長が別に定めると

ころによるものとする。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。


